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　　　令和２年　第４回（定例）日　南　町　議　会　会　議　録（第３日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年６月23日（火曜日）
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　議事日程（第３号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年６月23日　午前９時開議
日程第１　議案第61号　日南町過疎地域自立促進計画の一部変更について
日程第２　議案第62号　日南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につい
て
日程第３　議案第63号　日南町手数料条例の一部改正について
日程第４　議案第64号　令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）
日程第５　議案第65号　令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
日程第６　議案第66号　令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
日程第７　発議第７号　議案第64号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に対す
る附帯決議
日程第８　議案第67号　令和２年度日南町一般会計補正予算（第３号）
日程第９　令和２年請願第２号　日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める意見書を提出
するよう求める請願
日程第10　令和２年請願第３号　選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求め
る意見書提出を求める請願
日程第11　令和２年請願第４号　「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書」の採択を求める請願書
日程第12　令和２年陳情第３号　地方財政の充実・強化を求める陳情
日程第13　令和２年陳情第４号　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元
をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情
日程第14　発議第８号　地方財政の充実・強化を求める意見書提出について
日程第15　発議第９号　教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
提出について
日程第16　発議第10号　市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援を求め
る意見書提出について
日程第17　議員派遣の件
日程第18　委員会の閉会中の継続調査について
　　　　　（議会運営委員会の調査）
　　　　　（総務教育常任委員会の調査）
　　　　　（経済福祉常任委員会の調査）
　　　　　（議会広報常任委員会の調査）
　　　　　（中心地域整備に関する調査特別委員会の調査）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　本日の会議に付した事件
日程第１　議案第61号　日南町過疎地域自立促進計画の一部変更について
日程第２　議案第62号　日南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につい
て
日程第３　議案第63号　日南町手数料条例の一部改正について
日程第４　議案第64号　令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）
日程第５　議案第65号　令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
日程第６　議案第66号　令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
日程第７　発議第７号　議案第64号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に対す
る附帯決議
日程第８　議案第67号　令和２年度日南町一般会計補正予算（第３号）
日程第９　令和２年請願第２号　日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める意見書を提出
するよう求める請願
日程第10　令和２年請願第３号　選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求め
る意見書提出を求める請願
日程第11　令和２年請願第４号　「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書」の採択を求める請願書
日程第12　令和２年陳情第３号　地方財政の充実・強化を求める陳情
日程第13　令和２年陳情第４号　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元
をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情



日程第14　発議第８号　地方財政の充実・強化を求める意見書提出について
日程第15　発議第９号　教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
提出について
日程第16　発議第10号　市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援を求め
る意見書提出について
日程第17　議員派遣の件
日程第18　委員会の閉会中の継続調査について
　　　　　（議会運営委員会の調査）
　　　　　（総務教育常任委員会の調査）
　　　　　（経済福祉常任委員会の調査）
　　　　　（議会広報常任委員会の調査）
　　　　　（中心地域整備に関する調査特別委員会の調査）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　出席議員（10名）
　　　　　　１番　大　西　　　保君　　　　　　２番　古　都　勝　人君
　　　　　　３番　岡　本　健　三君　　　　　　４番　荒　木　　　博君
　　　　　　５番　櫃　田　洋　一君　　　　　　６番　岩　﨑　昭　男君
　　　　　　７番　近　藤　仁　志君　　　　　　８番　久　代　安　敏君
　　　　　　９番　坪　倉　勝　幸君　　　　　　10番　山　本　芳　昭君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠席議員（なし）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠　　員（なし）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　花　倉　幸　江君　　書記　───────　花　倉　順　也君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　中　村　英　明君　　副町長　──────　丸　山　　　悟君
教育長　──────　伊　田　典　穂君　　総務課長　─────　木　下　順　久君
企画課長　─────　實　延　太　郎君　　建設課長　─────　財　原　　　積君
住民課長　─────　淺　田　雅　史君　　農林課長　─────　坂　本　文　彦君
福祉保健課長　───　渡　邊　輝　紀君　　教育次長　─────　村　上　伴　樹君
会計管理者　────　長　崎　み　よ君　　保育園長　─────　段　塚　直　哉君
農業委員会事務局長　　松　本　道　博君　　病院事業管理者　──　中　曽　森　政君
病院事務部長　───　福　家　寿　樹君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時００分開議
○議長（山本　芳昭君）おはようございます。ただいまの出席は１０名です。定足数に達
していますので、令和２年第４回日南町議会定例会を再開します。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　議案第６１号
○議長（山本　芳昭君）タブレットの議案書ファイル２０ページをお開きください。
　日程第１、議案第６１号、日南町過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議題と
し、前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１、議案第６１号、日南町過疎地域自立促進計画の一部変更についての討論を許
します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　議案第６２号
○議長（山本　芳昭君）タブレット４４ページ。
　日程第２、議案第６２号、日南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に
ついてを議題とし、前回の議事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第２、議案第６２号、日南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に
ついての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６２号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　議案第６３号
○議長（山本　芳昭君）タブレット４５ページ。
　日程第３、議案第６３号、日南町手数料条例の一部改正についてを議題とし、前回の議
事を継続します。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第３、議案第６３号、日南町手数料条例の一部改正についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第４　議案第６４号　から　日程第６　議案第６６号
○議長（山本　芳昭君）タブレット４６ページから。
　日程第４、議案第６４号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）、日程第５、
議案第６５号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、日程第６、
議案第６６号、令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）、以上、令和２年
度補正予算関係３議案を一括議題とし、前回の議事を継続します。
　各案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　なお、質疑のときは議案番号をお示しの上、質疑願います。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）議案第６４号、一般会計補正予算についてお聞きします。
　前回もお聞きしましたけれども、８３ページ、青年結婚・ＵＩターン促進事業について
です。これについて、移住定住の在り方について基本的なお考えをまず改めて町長にお伺
いしたんですけれども、社会の柔軟性を支えて、例えば今回の新型コロナウイルス感染症
のような危機から社会を守るためには、社会を構成する人たちが多様でなければならない
というふうに私は考えます。それはどんな社会でも同じで、例えば日南町であっても、や
っぱり多様な人たちを受け入れることがすごく大切だと思うんですけれども、そのために
は、移住定住に当たっても、できるだけ様々な方たちに移住定住していただける工夫が必
要であると思うんですが、中村町長の御意見はいかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）移住定住ということで、様々な方の受入れの体制が重要だという



ふうな御意見だというふうに思っておりますが、基本的には、どういいましょうか、若い
人だろうと、例えばお年寄り、年齢を重ねた方だろうと、いろんな方がおられますので、
それは当然それを制限するものでもなくというふうに私自身も思っています。
　よく、以前、地方創生の始まった頃は、老人の皆さんについては、一つの事業として
ＣＣＲＣ事業だとか、そういった類いがあったというふうに思っていますので、特別に年
齢を制限するとかっていうところはありません。ただ、やはり今の流れ、東京とか都会へ
の一極集中型の動きが継続している中で、それをやっぱり鳥取県であったり日南町であっ
たり、そういうところに移住してもらったり定住してもらうっていうことはもう当然の在
り方だろうというふうに思います。ただ、それを施策としてする場合によっては、やはり
ある程度ターゲットを設けてやるということも一つの方法論だというふうに思っていま
す。ですから、鳥取県のほうで、それに同調する形で今回のにちなん新生活応援奨励金と
いうことで、いわゆる若者層へのターゲットにした施策だろうというふうに思っています
ので、これだけの話ではなくて、総論は多様化の話というのは当然のことだろうというふ
うに思っておりますが、今回の奨励金だとか補助金の仕組みについては、あくまでも今、
鳥取県として弱い部分、日南町もそうですけども、そういったとこへのターゲットを集中
した形で支援するという形の事業ですので、これだけが全てという捉え方ではなくて、全
体の中の一つだというふうに御理解いただければというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）全体の中の一つ、まさにそのとおりだと思います。それ
で、御存じのとおり日南町では様々な、いきいき定住促進条例もそうですし、そのほかに
もやはり子育てのための施策というのはたくさん準備されてまして、町内で子育てする方
に子育てしやすい環境を整えているということです。それは非常にもちろんいいことだと
私も思います。それは別に若い人だけじゃなくて、お年寄りにとっても子供さんがたくさ
んいるということは非常にいいことだと思いますし、その点はもちろん評価しております
し、全体の中でという意味で、全体というか、この奨励金以外の全体の部分は私は非常に
評価するんですけれども、ただ、問題は、それにこの奨励金を加えるかどうかということ
でして、要綱にありますとおり年齢３９歳以下の人が世帯にいて、しかも、結婚して３年
以内か妊娠中か、または小学校入学前の子供がいるということという要件があって、非常
に露骨に、小さな子供がいるか、あるいは今後、お子さんをもうける可能性の高い世帯を
優遇しようという意図が露骨に表れていて、多様性のある人たちを受け入れますよとい
う、町の基本的なスタンスとちょっと違うメッセージを発してるんじゃないかというふう
に私は感じております。
　それで、県会議員の方へ問い合わせたところ、町から要望を出せば県がこの要綱を変更
する可能性もあるということですし、町長には一旦この事業の実施を保留して、県へ要望
を伝えていただきたいというふうに考えてます。議会としても、平井知事宛てに意見書を
提出するをこの後の発議で提案いたしますけれども、まずは町長に事業の実施の保留を御
決断いただきたいのですけども、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）この事業への県の奨励金もそうですし、それを受けて町の奨励金
って話ですけれども、基本的には私はこのまま進めたいというふうに思っています。ただ
し、今後の状況の展開の中で内容の一部変更だとかっていうことの必要性を感じたときに
は、そのように県とも対応していきたいというふうに思っていますし、要は、若者の転入
を増やすというところの行為の、ちょうど結婚だとか出産だとかっていう、その人生のタ
イミングのところが一応重要だろうというふうに思っていますので、そういった意味での
この支援策でありますので、後押し策でありますので、基本的にはこのまま進みたいとい
うふうに思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）岡本議員、質疑は簡潔にお願いいたします。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）そう町長がおっしゃられるとちょっとあれなんですけれど
も、例えば、インターネットが現在発達した社会では、これから事業を実施するというふ
うになると、ホームページでもこの事業について要綱を発表して、それが全世界の人の目
に触れるということになります。今、非常に情報が、悪い情報もよい情報も伝達するのが
速くて、もしこの補助金で間違ったメッセージを受け取った人たちがこれを見つけて、こ
れをやり玉に上げるようなことになると、ちょっと町のこれまでの努力が水の泡になるん
ではないかと、そういう危惧も私はしておりまして、ごく一部の人といえども、１０万と
か、そういう何十万という数にすぐ今のインターネットの社会ではなりますので、そうい
うこともちょっと御勘案いただいて、町長にはそういうような危険を冒してもこの奨励金
にこだわるのかどうかというようなことをちょっと考えていただきたいんですけども、も



う一度お聞きしますけれども、この事業についてどうしても実施するという御意向でしょ
うか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）情報発信の中で危険性があるという議員の御指摘だというふうに
思っておりますが、情報発信することはとても大事だということでありますので、そうし
ないと、いわゆる県外にお住まいの皆さんへの情報発信をする必要があるというふうに、
でないと効果が生まれないというふうに思ってますので、その辺は十分発信していきたい
というふうに思ってますし、仮にそういう議員のおっしゃられる危険的な、どういいまし
ょうか、お申出等があるようでありましたら、また検討する余地はあるのかもしれません
が、現時点ではこのまま進めさせていただきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）以上で質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は議案ごとに行います。
　日程第４、議案第６４号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）の討論を許し
ます。
　まず、本案に対する反対者からの発言を許します。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）一般会計補正予算、議案第６４号、これに反対の立場から
討論します。
　今回の補正予算は、企業支援対策事業、地域子育て支援事業、原木安定供給等緊急対策
事業など、新型コロナウイルス感染症対策の緊急事業を含み、その予算の大部分は早急に
可決、実施されるべきものと考えております。しかしながら、にちなん新生活応援奨励金
交付事業は、事業の基となる県の奨励金交付要綱に重大な欠陥があり、このままこの事業
を実施すれば町に多大な損失を与えかねません。本日の質疑でもその旨を御指摘いたしま
して、町長に事業実施の保留を提案いたしましたが、言われませんでしたので、やむを得
ず一般会計補正予算に反対いたします。
　私は、この事業のような線引きをせず、もっと対象を広げて多様な若い方に日南町に来
ていただきたい。若い方もそうですし、そうでない方も日南町に来ていただきたいです
し、それができるのが日南町だと思っております。
　同僚議員の皆様には、ぜひ日南町の育成について御熟考いただき、このような事業を実
施する危険を避ける判断を下していただきたいと思います。以上です。
○議長（山本　芳昭君）次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）私は、令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に賛
成の立場で討論いたします。
　先ほど反対議員のほうから、このにちなん新生活応援奨励金交付要綱は欠陥があるとい
う表現がございました。内容につきましては、質疑等出ております結婚とか妊娠とか小学
校入学前というような、そういうような表現があり偏見とか誤解を招きやすいではないか
ということでありましたが、我が日南町議会が発議して制定いたしました日南町いきいき
定住促進条例、この中にも結婚と、あるいは出産と、そういうような人生のポイントにお
ける奨励金を出しておるところでございます。このような奨励金は、県の定めました要綱
と同類のものであり、日南町が結婚や出産を機とした若年層のＵＩターン促進施策の一つ
として、県の間接補助事業を活用することは何ら問題ないと思います。
　よって、補正予算につきましては賛成でございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）ほかにありませんか。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）先ほど同僚議員が日南町いきいき定住条例、これ３回、条
例を改正して、より現実的な定住策につなげようということで過去３回、条例も改正して
きた経過があります。その中で、定住要件として、まず年齢の６０歳未満ということが条
例に明記されています。
　先ほど反対討論の議員の方がおっしゃったように、まず年齢３９歳以下というのが、対
象があまりにも狭過ぎるというふうに感じますし、それから、申請時において結婚して３
年以内であること、あるいは妊娠中であること、そして、世帯内に小学校入学前の子がい
ること、いわゆる小学校就学前の子供ですよね。というふうな細かい要件を定めているこ
とが非常に、県もやや拙速にこういう要綱をつくったのではないかというふうに思いま
す。御存じのようにコロナの真っ最中にできた要綱です。何とか合計特殊出生率を上げた
いという気持ちは、県が子育て王国としてやっている関係もあって、その気持ちは分かり
ますが、あまりにも要件の内容が、本当にＩ・Ｕ・Ｊターンをしたい、県外から鳥取県、



日南町に帰ってきたいと思っていられる皆さんの気持ちを真っすぐ反映している内容とは
思えないというふうに感じます。しかも、２件の補正予算は４０万円ですよね、県と町
で。
　そういうことから、実際にこの補正予算が功を奏するとは思えないというふうに考え
て、私も反対討論といたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）私は、本補正予算に賛成の立場で意見を述べさせていただ
きます。
　この新しいライフステージ支援補助金という形で出ておりますけど、この補助金という
のは、やはり目的というものが当初設けられるべきでありまして、その目的として、人口
減でも持続的で活力ある地域づくりを目指すということで、その中に結婚とか出産を機会
に、先ほど町長もおっしゃられましたけど、人生、ターニングポイントとなる時期がいろ
んな時期にありまして、それがこのたびの補助金の中では結婚、出産などをターニングポ
イントとして転機と捉えてこの補助金を出すということ、これが金額的に高いか安いか分
かりませんが、根拠的には引っ越し費用とか、そういった簡易なものに充ててもらえば、
ちょっとでも助かるんではないかというような趣旨が書いてあります。この補助金が使途
を限定してありませんので、日南町が今行っている補助金に対して上乗せとして使うこと
ができますので、決して日南町の今までのやっていることを否定することでもありません
し、県が実際、今まで取り組んできたことを否定しているものではありません。これは、
今までの補助金の上に上乗せをして、若手、若年層の県外からの移住を促進するという補
助金でありますので、私は趣旨に沿ってよいことだと思いますので、賛成いたします。
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６４号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕
○議長（山本　芳昭君）７名であります。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり
可決されました。
　日程第５、議案第６５号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　日程第６、議案第６６号、令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討
論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第７　発議第７号
○議長（山本　芳昭君）タブレットの追加議案書ファイル２０ページをお開きください。
　日程第７、発議第７号、議案第６４号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に
対する附帯決議を議題とします。
　本案につき、提案者からの趣旨説明を求めます。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）
　　　　───────────────────────────────
　発議第７号
　　　　議案第６４号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に対する
　　　　附帯決議
　上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ



り提出する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　日南町議会議員　大　西　　　保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　日南町議会議員　古　都　勝　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　岡　本　健　三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　荒　木　　　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　櫃　田　洋　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　岩　﨑　昭　男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　近　藤　仁　志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　久　代　安　敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　坪　倉　勝　幸
　　　　───────────────────────────────
　　　　議案第６４号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に対する
　　　　附帯決議
　議案第６４号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に対して、次の意見を附す
ものとする。
（１）公共土木施設災害復旧事業（町道花見山線）について
　当該工事は、令和元年度中に請負業者による災害復旧工事が完了しなかったために、町
単独事業として一般財源を投じて実施せざるを得なくなったものである。これは、立木補
償等交渉の遅れや工事の工程管理が不十分であることが原因である。
　今後は、このようなことがないように事業の年度内完了に務められたい。
（２）木材団地水源確保緊急対策事業について
　事業において予算が計上されないままに執行されていることは、予算の原則及び補助金
等交付規則に反する。
　緊急性があったとはいえ、議会への説明、適切な予算措置と規則を遵守されなかったこ
とは遺憾である。
　今後は、予算及びその議決の重要性を認識され、適切な事業執行を求める。
　以上、決議する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第７、発議第７号、議案第６４号令和２年度日南町一般会計補正予算（第２号）に
対する附帯決議の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　発議第７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第８　議案第６７号
○議長（山本　芳昭君）前後しますが、追加議案書ファイル２ページをお開きください。
　日程第８、議案第６７号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第３号）を議題としま
す。
　本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）議案第６７号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第３号）で
あります。
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００万円ちょうどを追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ７２億６，６８８万５，０００円とするものでございます。
　第２条で地方債の変更ですが、第２表、地方債補正を御覧いただければと思います。内
容ですが、歳入のほうが町債ということで、過疎債のハード２００万円を予定をしており
ます。



　歳出ですが、防災対策事業ということで２００万円でございます。毎年、避難所整備事
業というのがありますけれども、５月の末に町内のほうから要望事項を取りまとめまし
た。ところが、当初予算のほうでちょうど４００万予算化させていただいてるとこでござ
いますが、希望のほうが９か所ということで、少し金額ベースで要望額が多かったという
ことでありまして、その差額であります２００万円と、若干少し加えさせていただいてお
りますが、今回、追加補正という形でお願いする内容でございます。どうぞよろしくお願
いします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）失礼いたします。私のほうから若干追加の説明をさせていた
だきます。
　歳入予算につきまして、タブレット５ページのほうに第２表として地方債の補正を上げ
させていただいております。起債の目的、過疎対策事業、過疎債のハードでございます。
こちらにつきまして、補正前の限度額７億１，６１０万円を今回、２００万の補正で７億
１，８１０万円とするものでございます。そのほか、起債の方法、利率等につきまして
は、補正前に同じでございます。ただいま町長のほうから説明がありました防災対策事
業、避難所の整備事業に係る補助金の増額に伴う財源として過疎債を充てるものでござい
ます。
　以上、御説明させていただきました。
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第８、議案第６７号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第３号）の討論を許し
ます。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　議案第６７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第９　令和２年請願第２号　から　日程第１１　令和２年請願第４号
○議長（山本　芳昭君）追加議案書ファイル１５ページから１７ページ。
　日程第９、令和２年請願第２号、日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める意見書を提
出するよう求める請願、日程第１０、令和２年請願第３号、選択的夫婦別姓の導入など、
一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める請願、日程第１１、令和２年請願第４
号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書。
　各請願は、さきに総務教育常任委員会に審査を付託していますので、委員長に委員会に
おける審査の経過及び結果について報告を求めます。
　総務教育常任委員会委員長、荒木博議員。
○総務教育常任委員会委員長（荒木　　博君）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　請願審査報告書
　先に、本委員会に付託された令和２年請願第２号「日本軍『慰安婦』問題の真の解決を
求める意見書を提出するよう求める請願」につき、審査の結果を報告する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　日南町議会議長　山　本　芳　昭　様
審査の経過及び結果
　本委員会は、令和２年６月１８日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由によ
り賛成少数をもって不採択と決定した。
理　　由
　２０１５年の日韓合意により、最終的かつ不可逆的な解決を確認している。
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　請願審査報告書
　先に、本委員会に付託された令和２年請願第３号「選択的夫婦別姓の導入など、一日も



早い民法改正を求める意見書提出を求める請願」につき、審査の結果を報告する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　日南町議会議長　山　本　芳　昭　様
審査の経過及び結果
　本委員会は、令和２年６月１８日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由によ
り賛成少数をもって不採択と決定した。
理　　由
　現行の民法では夫婦どちらかの姓を選択することができるため、女性差別には当たらな
い。
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　請願審査報告書
　先に、本委員会に付託された令和２年請願第４号「『最低賃金の改善と中小企業支援の
拡充を求める意見書』の採択を求める請願書」につき、審査の結果を報告する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　日南町議会議長　山　本　芳　昭　様
審査の経過及び結果
　本委員会は、令和２年６月１８日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由によ
り賛成少数をもって不採択と決定した。
理　　由
　最低賃金の改定は、地方や中小企業への影響を考えて行うべきであり、急激な引き上げ
は地域経済の混乱を招きかねない。
　　　　───────────────────────────────
　以上です。
○議長（山本　芳昭君）これより委員長報告に対する質疑を許します。
　なお、質疑のときは請願番号をお示しの上、質疑願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は、請願ごとに行います。
　日程第９、令和２年請願第２号、日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める意見書を提
出するよう求める請願の討論を許します。
　本請願に対する委員長報告は、不採択です。
　まず、原案である請願第２号に対する賛成者からの発言を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私は、本請願を不採択としたことについて、採択すべきで
あるという立場から討論を行います。
　今日は、６月２３日は沖縄の慰霊の日ですけども、本当にさきの大戦がもたらしたこれ
も、従軍慰安婦問題も戦争の大きな犠牲者であるというふうに考えます。そもそも歴史を
振り返ってみれば、１９１０年の韓国併合によって、日本の植民地支配と侵略戦争が根底
にあるというふうに考えます。
　安倍政権は、２０１５年の１２月に日韓慰安婦合意を行いましたけども、やはりこの慰
安婦合意の中で検証結果を発表しております。その中には様々な合意に当たっての問題点
が指摘されています。私は、本当に日本と韓国、隣国の関係を平和的に解決していくため
にも、やはりこの間、歴代の内閣、政府が取ってきた慰安婦問題についてけじめをつけな
ければ、早急に決着を図らなければ、日韓の問題、今大変にこじれていますけども、この
問題も早急に解決されるべき案件の一つだというふうに考えています。日本の歴史問題を
正しく理解していくためにも、この請願は当然採択されるべきだと考えています。以上で
す。
○議長（山本　芳昭君）次に、請願原案に対する反対者からの発言を許します。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）私は、委員長報告に賛成であり、不採択の立場で述べさせ
ていただきます。
　２０１５年の１２月２８日に大韓民国のソウルで日韓外相会談が行われました。そして
共同声明では、日韓間の慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認すると



表明されました。韓国の尹炳世外交部長官は、両国が受け入れ得る合意に達することがで
きた。これまで至難だった交渉にピリオドを打ち、この場で交渉の妥結宣言ができること
を大変うれしく思うと語りました。
　以上不採択の意見でございます。ありがとうございます。
○議長（山本　芳昭君）ほかにありませんか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）私は、日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める意見書を
提出するよう求める請願を採択すべきという立場から討論いたします。
　委員会でも申し上げましたとおり、この問題の本質は、戦争という特殊な状況の中で、
守るべき女性、時には１０代前半の女の子までをも徴用し、守るどころか軍の性奴隷とし
て強制労働を強いた。その事実に対して日本政府としてどのような態度を取るかというこ
とです。そう考えたとき、日本政府がなすべきことは真摯な謝罪と反省ほかにあり得ませ
ん。慰安婦をなかったことにしようとしたり、軍や政府の責任を軽んじたりすれば、それ
は最も基本的な女性の権利を軽視することとなり、現在の国際社会で理解を得ることは非
常に難しいでしょう。
　それにもかかわらず、安倍首相は、先ほど同僚議員のお話にもありました、２０１５年
１２月２８日の日韓合意のその直後、２０１６年１月１８日の国会で、性奴隷といった事
実はない、軍や官憲による、いわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった
などと被害者や韓国の国民の皆様の神経を逆なでし、日本の国際社会での立場を危うくす
る発言を繰り返しました。この発言が特にひどいのは、日韓合意で総理大臣として心から
のおわびと反省の気持ちを表明するとした僅か１か月足らずのうちに現実の発言をしてい
る点です。信じ難い二枚舌であり、被害者の方たちや韓国国民の方たちが安倍首相や日本
政府のおわびの気持ちを疑うのも無理からぬことです。政府首脳がこのような言動をすれ
ば、問題の真の解決は遠のくばかりです。日本政府は真摯にこの問題に向き合い、歴史
上、許されない悪行を働き、それを将来的に絶対に繰り返してはならないというメッセー
ジを強く国際社会に向け打ち出す必要があります。
　先ほどお話があったとおり、今日は６月２３日、沖縄の慰霊の日です。ぜひこの日に戦
没者の方たち、御遺族の方たちのお気持ちをしんしゃくする意味でも、ぜひこの戦争被害
者の方たちに対する請願の採択をお願いいたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私は、不採択ということで意見を述べます。
　日韓の関係につきましては、日韓基本条約、日韓請求権並びに経済協定とは過去に、
１９８０年代にやっております。その後、韓国に大変な支援をしました。そのときに、戦
争というんか、その補償については解決したということになっておりますが、その後、村
山談話、河野談話等々経緯あり、先ほど言われました２０１５年の合意もありましたが、
それを現政権がほごをされておられます。政権が替わることによって、このような合意で
あるとかいうものがほごされる状態、現時点でも韓国国内において挺身協というところの
不正会計とかいうことで、韓国自身がまとまっておりません。このような政治状況の中
で、現政権の中の状況でいくと、幾ら日本が誠意を持ってたとしても無理と判断します。
なおかつ、それ以外の徴用工問題、竹島問題等々もございますんで、そういった、やはり
日韓の流れ等について大変厳しい状況がありますので、現時点では、この陳情を出すべき
でないと思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　令和２年請願第２号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、請願の原案につい
て行います。
　本請願を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕
○議長（山本　芳昭君）起立２名。起立少数です。よって、本請願は、委員長報告のとお
り不採択とすることに決定しました。
　日程第１０、令和２年請願第３号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を
求める意見書提出を求める請願の討論を許します。
　本請願に対する委員長報告は、不採択です。
　まず、原案である請願第３号に対する賛成者からの発言を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私は、選択的夫婦別姓、もうこれは世界では常識です。こ
れが日本では声が西暦２０００年代から始まってもう２０年が経過していますね。いまだ
に実現をしていません。選択的夫婦別姓制度の導入は、昨年７月の参議院選挙の争点の一



つにもなりました。しかし、安倍首相は、ただ１人、自民党総裁として唯一反対を表明を
いたしました、昨年のことです。
　２０１５年に最高裁が民法７５０条の規定を合憲とする判決を出しましたが、同時に、
法改正の議論は国会がその責任を果たすべきだと判示しております。
　この問題は、超党派で議論が進められており、時間の問題とも私は言えると考えていま
す。かつて反対であった人が賛成に転じる理由は様々です。しかし、国会議員は、選択的
夫婦別姓は基本的人権の問題であるという肝を外さないでほしいと思います。憲法で保障
された権利が守られているかどうかの視点で行動を国会議員にしてほしい。そして、一日
も早く選択できる夫婦別姓を実現をしていただきたい。このためには、全国様々な地方議
会からこの案件については意見書が上げられておりますが、日南町議会としても至急に意
見書を採択して、国に、政府に、国会に求めていくべきだという立場から、賛成すべきだ
という立場での討論でした。以上です。
○議長（山本　芳昭君）次に、請願原案に対する反対者からの発言を許します。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）私は、不採択の立場で述べさせていただきます。
　女性差別というふうに言われますけども、やはり夫婦どちらか姓を選択することができ
るので、女性差別ではないと思います。私の周りにも男性で結婚し婿養子に行った方が何
名かいらっしゃいます。その方は女性の姓を名のっております。そして、さきのといいま
すか、先日の総務教育常任委員会で参観日の話をさせていただきましたけども、親が両方
の名前、男性、女性、それぞれの名字、お子さんはやはり嫌だと思うんですね。そして、
子供たちがそれぞれ両方の名前、やはりこれはお子さんにとっては、子供たちにとっては
すごく嫌なことだと思います。
　以上で、私は不採択の立場で述べさせていただきました。
○議長（山本　芳昭君）ほかにありませんか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）私は、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を
求める意見書提出を求める請願を採択すべきとの立場から討論いたします。
　まず、法律ではどちらかの姓を名のればいいということで、これは差別ではないという
論が委員長報告にもございますけれども、現代の社会で考えてみてください。法律上、露
骨に差別をしてるような例というのがそんなにあるでしょうか。例えばアパルトヘイト政
策なんていうのは、法律上、露骨に白人と黒人を差別してるわけですけれども、それはも
うもちろん随分前になくなりましたし、そんな法律上、露骨に差別をするようなものとい
うのは現代社会にはもうほぼ生き残っておりません。今解決しなければいけないのは、法
律上、見た目は平等あるいは公平であっても、実際には差別があるというような、そうい
った差別に対してそれをなくしていかなきゃいけない、そのための法律であったり、施策
を打っていかなきゃいけないということであります。
　この夫婦の姓については、実際には９６％が夫の姓になっているというのはこれは明ら
かにおかしいわけですよ。どちらを名のってもいいんだったら、大体統計的に
５０％、５０％になるのが自然なのが９６対４というようなことになってるというのは、
これは差別であって、結果的にですね。それは改善しなければならない。
　それから、委員会でも親子の関係が分かりづらくなるとかというような御意見もござい
ましたけれども、姓が夫婦や家族の関係に及ぼす影響というのは様々考えられると思いま
す。例えば離婚率ですと、日本が１，０００人当たり１．８、イタリア１．４、イギリス
１．７、フランス１．９などとなってまして、また、世帯人員が６人以上の世帯の割合、
つまり、親子で一緒に住んでるかどうかっていうことの目安になると思うんですけども、
これは日本が２．３％、カナダ３．０％、オーストラリア３．２％、フランス１．６％な
どとなってまして、別に日本が飛び抜けてどうということはありません。選択的夫婦別姓
にしたからといって、そんなに家族のありように大きな影響を与えるという可能性は非常
に低いと思います。それよりも、夫婦同姓を強いられることで生きづらさを感じられてる
女性の方がやっぱりおられるという、そのことを解消するためにぜひ選択的夫婦別姓とい
うのは導入すべきだということで、この請願の採択を求めます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）今、原案に賛成の方からるるお話がございましたけれど
も、我が国は法治国家であります。１９４７年に改正民法が施行され、そこではどちらか
の姓を名のるという規定があります。それを長らく継承してきて、２０１５年、最高裁裁
判所において法に基づく判決が出たわけです。先ほど賛成者の方からもお話が出ました
７５０条、これは国会で処理をせえという裁判所の判定でありまして、憲法に続く実用的
な法、民法について非常に研究も進んでおるというふうには諸説聞いておりますけれど



も、いまだ機が熟していないということでありますので、やはりその必要性が明確になっ
た段階での請願であるべきだと、かように私は考えておりまして、委員長報告に賛成の発
言とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　令和２年請願第３号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、請願の原案につい
て行います。
　本請願を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕
○議長（山本　芳昭君）起立２名です。起立少数です。よって、本請願は、委員長報告の
とおり不採択とすることに決定しました。
　日程第１１、令和２年請願第４号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意
見書」の採択を求める請願書の討論を許します。
　本請願に対する委員長報告は、不採択です。
　まず、原案である請願第４号に対する賛成者からの発言を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私は、最低賃金の問題と中小企業支援、この請願は今こそ
採択すべきだという立場で討論を行います。
　御承知のように、今、コロナ禍で大変な状況ですけども、真っ先に首を切られているの
は派遣労働者でありパート労働者、いわゆる非正規雇用の人たちです。
　まず、雇用の、働く人たちの弱者の問題がまず１点ありますけども、まず何としても、
政府も言ってるんですよね、今こそ地方創生。そのためには、やっぱり全国最低の一律賃
金、最低賃金法を改正して、どの地方に住んでいられても最低これだけは最低賃金を保障
するんだと。当初は１，０００円とかの要求も上げていましたけども、ここには金額で
１，５００円を目指すというふうにも書いてありますけども、そのためにはもちろん中小
企業を抜本的に、雇用保険とか社会保険等について支えていかなければ、１，５００円を
目指すためには相当な国も予算を財源を確保しなければならないとは思いますけども、ま
ず真っ先に本当に、先ほどあったＩ・Ｕ・Ｊターンを進めるためにも、どこに住んでいて
も最低賃金を最低１，０００円に引き上げるべきだというふうにも思いますし、
１，５００円を目指していくというのは最も至極な請願の内容であると考えますので、ぜ
ひともこの機会に最低賃金の問題、採択してほしいというふうに考えますので、の討論と
いたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）次に、請願原案に対する反対者からの発言を許します。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）私は、委員長報告に賛成であり、不採択の立場で述べさせ
ていただきます。
　最低賃金の引上げは、経済の底上げ、家計の押し上がりにつながります。しかし、急激
な引上げは、中小企業や地方経済の混乱を招き、景気を減衰させることにつながります。
着実に引き上げることが必要だと思います。
　以上、不採択の立場で述べさせていただきました。
○議長（山本　芳昭君）ほかにありませんか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）私は、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書の採択を求める請願を採択すべきとの立場から討論いたします。
　まず、委員長報告にもございますけれども、急激な引上げは地域経済の混乱を招きかね
ない、そのとおりだと思います。この請願には、急激というのをどの程度というかってい
うのは問題ありますけども、そこまで急激な引上げというんではなくて、当然経済の状況
を見ながら引き上げてくれという、そういう趣旨だと思われます。
　それから、委員会で御指摘があったんですけれども、これと同様の陳情が２０１７年２
月に提出されてまして、その際には、最低賃金を１，０００円以上に引き上げるというこ
とが求められていました。
　その後、最低生計費試算調査という、労働者の生活実態と持ち物に基づいて普通に暮ら
すために必要な費用を算定する調査を広く行った結果、普通の暮らしに必要な費用という
のは、東京の北区で１，６６４円、山口市１，６１２円、青森市１，４４１円など、およ
そ１，５００円前後であるということが分かり、今回の請願では１，５００円以上が求め
られているという、そういう請願者のお話です。
　それから、２０１９年の最低賃金と人口の増減率の関係を見ますと、鳥取県も含め、最
低賃金が７９０円の地域では軒並み人口減なのに対し、東京都、神奈川県など最低賃金が



高い都市部では人口が増加しています。
　これらのことから、都市部への一極集中化を緩和し、都市から地方への人の流れをつく
るためには、最低賃金を全国一律にし、しかも、１，５００前後を目安に、あくまでも目
安にですけども、目安に上げていくのがよいのではないでしょうか。その際、中小企業が
無理なく賃金の引上げと経営の継続ができるよう政府が支援することは、これは必ず必要
です。
　実際には、鳥取県など地方の最低賃金の上昇率はここ数年３％前後の値を取りまして、
東京との差は僅かずつですが、縮まってはいます。しかし、前述のとおり、人口減少を抑
えるまでには至っておりません。地方と都市との人口バランスを是正し、地方の崩壊を防
ぐためにも全国一律を目指して、地方でのさらなる最低賃金上昇が求められています。
　同僚議員の皆さんには、どうかこの現実を直視し、日南町の将来のためにもこの請願に
賛成されるよう訴えます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私は、請願に反対の立場で討論します。
　今、先ほど全国一律と言われましたが、もし全国一律で、これは全産業に対して、労働
者側、使用者側、公益というんで、公務的な方の委員会が年１回開かれます。そして、当
然、使用者側は賃金が低いほうがいい、労働者側は高いほうがいい、当たり前のことであ
って、そこで協議するわけです。そして、地域性、いろんなことを考慮した上で賃金を決
めるわけで、ここ鳥取県におきましては、この４年間、３％以上、約１３％上がってま
す、４年間で。遡れば、１０年前からいきますと約１９％、２割も最低賃金が上がってお
ります。
　先ほど、全国一律ということになれば、特に製造業にとっては、私も中小企業に数年い
まして、そういった総務関係やっておりましたんで、賃金が１円でも上がることでどれほ
ど収益性が悪化するかということもあります。この鳥取県において今現在７９０円です
が、以前、１０年前は６４２円、これを全国統一すると、今現在、東京が一番高くて
１，０１３円です。その１，０００円に持っていくだけでもまだ１．５倍以上の負荷もか
かりますんで、現実を見た、そして、もし全国一律の賃金になった場合には、余計鳥取の
ほうには仕事がなくなってしまいますよとあえて言いたいと思いますんで、私は、この請
願に反対でございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　令和２年請願第４号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、請願の原案につい
て行います。
　本請願を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕
○議長（山本　芳昭君）起立２名です。起立少数です。よって、本請願は、委員長報告の
とおり不採択とすることに決定いたしました。
　ここで暫時休憩といたします。再開を１０時２０分からといたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時０６分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時２０分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開します。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１２　令和２年陳情第３号　及び　日程第１３　令和２年陳情第４号
○議長（山本　芳昭君）追加議案書ファイル１８ページから１９ページ。
　日程第１２、令和２年陳情第３号、地方財政の充実・強化を求める陳情、日程第１３、
令和２年陳情第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるた
めの、２０２１年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情。
　各陳情は、さきに総務教育常任委員会に審査を付託していますので、委員長に委員会に
おける審査の経過及び結果について報告を求めます。
　総務教育常任委員会委員長、荒木博議員。
○総務教育常任委員会委員長（荒木　　博君）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　陳情審査報告書
　先に、本委員会に付託された令和２年陳情第３号「地方財政の充実・強化を求める陳
情」につき、審査の結果を報告する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会　総務教育常任委員会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　日南町議会議長　山　本　芳　昭　様
審査の経過及び結果
　本委員会は、令和２年６月１８日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由によ
り全員一致をもって採択と決定した。
理　　由
　社会保障や新型コロナウイルス対策として、政府に十分な財源の確保を求めるのは妥当
である。
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　陳情審査報告書
　先に、本委員会に付託された令和２年陳情第４号「教職員定数改善と義務教育費国庫負
担制度２分の１復元をはかるための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択に関する陳
情」につき、審査の結果を報告する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　日南町議会議長　山　本　芳　昭　様
審査の経過及び結果
　本委員会は、令和２年６月１８日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由によ
り全員一致をもって採択と決定した。
理　　由
　教育の向上のために、教職員定数改善と財源の確保は必要である。
　　　　───────────────────────────────
　以上です。
○議長（山本　芳昭君）これより委員長報告に対する質疑を許します。
　なお、質疑のときは、陳情番号をお示しの上、質疑願います。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は陳情ごとに行います。
　日程第１２、令和２年陳情第３号、地方財政の充実・強化を求める陳情の討論を許しま
す。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　令和２年陳情第３号の委員長報告は、採択です。
　本陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本陳情は、委員長報告のとおり採
択とすることに決定しました。
　日程第１３、令和２年陳情第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１
復元をはかるための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情の討論を許し
ます。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　令和２年陳情第４号の委員長報告は、採択です。
　本陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本陳情は、委員長報告のとおり採
択とすることに決定いたしました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１４　発議第８号
○議長（山本　芳昭君）タブレット２２ページから。
　日程第１４、発議第８号、地方財政の充実・強化を求める意見書提出についてを議題と
します。
　本案につき、提案者からの趣旨説明を求めます。
　総務教育常任委員会委員長、荒木博議員。



○総務教育常任委員会委員長（荒木　　博君）
　　　　───────────────────────────────
　発議第８号
　　　　　　　　地方財政の充実・強化を求める意見書提出について
　上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出す
る。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　地方財政の充実・強化を求める意見書（案）
　地方自治体には、医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の
維持・確保など、より多く、またより複雑化した行政需要への対応が求められている。し
かし、現実に公的サービスを担う人材不足は深刻化しており、疲弊する職場実態にある
中、新型コロナウイルス感染症対策や近年多発している大規模災害、そのための防災・減
災事業の実施など、緊急な対応を要する課題にも直面している。
　こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針２０１８」で、２０２１
年度の地方財政計画まで、２０１８年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的
に同水準を確保するとしている。実際に２０２０年度地方財政計画の一般財源総額は６３
兆４，３１８億円、前年比＋１．０％と、過去最高の水準となった。しかし、人口減少・
超高齢化にともなう社会保障費関連をはじめとする地方の財政需要に対応するためには、
さらなる地方財政の充実・強化が求められている。
　このため、２０２１年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確
に見積もり、地方財政の確立をめざすよう、政府に以下の事項の実現を求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．社会保障、感染症対策、防災、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大す
る地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図るこ
と。
２．とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援な
ど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および
地方財政措置を的確に行うこと。
３．新型コロナウイルス対策として、新たに政府が予算化した「新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」につい
ては、２０２０年度の補正予算にとどまらず、感染状況や自治体における財政需要を把握
しつつ、２０２１年度予算においても、国の責任において十分な財源を確保すること。
４．地方交付税における「業務改革の取組等の成果を反映した算定（従来のトップランナ
ー方式）」は、地域の実情を無視し、本来交付税に求められる財源保障機能を損なう算定
方式であることから、その廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
５．「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円について、引き続き
同規模の財源確保を図ること。
６．２０２０年度から始まる会計年度任用職員制度における当該職員の処遇改善に向け
て、引き続き所要額の調査を行うなどして、その財源確保を図ること。
７．森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を行い、林業需要の高い自治
体への譲与額を増大させるよう見直すこと。
８．地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税
から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。
　また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証し
た上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図るこ
と。
９．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終
了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。
１０．依然として４兆５，０００億円強と前年度を超える規模の財源不足があることか
ら、地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立するこ
と。
　以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県日野郡日南町議会
（提出先）



　内閣総理大臣　安　倍　晋　三　様
　内閣官房長官　菅　　　義　偉　様
　財務大臣　麻　生　太　郎　様
　総務大臣　高　市　早　苗　様
　経済産業大臣　梶　山　弘　志　様
　内閣府特命担当大臣（地方創生規制改革担当）　北　村　誠　吾　様
　内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）　西　村　康　稔　様
　　　　───────────────────────────────
　以上です。
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）以上で質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１４、発議第８号、地方財政の充実・強化を求める意見書提出についての討論を
許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　発議第８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１５　発議第９号
○議長（山本　芳昭君）タブレット２５ページから。
　日程第１５、発議第９号、教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意
見書提出についてを議題とします。
　本案につき、提案者からの趣旨説明を求めます。
　総務教育常任委員会委員長、荒木博議員。
○総務教育常任委員会委員長（荒木　　博君）
　　　　───────────────────────────────
　発議第９号
　　　　　　教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る
　　　　　　意見書提出について
　上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出す
る。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　日南町議会　総務教育常任委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　荒　木　　　博
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る
　　　　　　意見書（案）
　新型コロナウイルス感染症対策として３月には全国で一斉臨時休業が行われた。また、
４月以降も、再開する学校、休業が延長された学校、再休業に入る学校などがあり、学校
現場では学びの保障や心のケア、感染症対策など教職員が不断の努力を続けている。
　学校現場では、新学習指導要領への対応だけでなく、貧困・いじめ・不登校など解決す
べき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するための教材研究や授業準
備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き方
改革を実現するためには、加配措置ではなく抜本的な定数改善計画に基づく教職員の定数
改善が不可欠である。
　義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率
が２分の１から３分の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措
置等を行っている自治体もあるが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題であ
る。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでい
ても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であり、ゆたかな子どもの学びを
保障するための条件整備には不可欠である。
　よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治
体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要



請する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．計画的な教職員定数改善を推進すること。
２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合
を２分の１に復元すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　令和２年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県日野郡日南町議会
（提出先）
　衆議院議長大　島　理　森　様
　参議院議長山　東　昭　子　様
　内閣総理大臣　安　倍　晋　三　様
　財務大臣　麻　生　太　郎　様
　総務大臣　高　市　早　苗　様
　文部科学大臣　萩生田　光　一　様
　　　　───────────────────────────────
　以上です。
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）以上で質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１５、発議第９号、教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意
見書提出についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　発議第９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１６　発議第１０号
○議長（山本　芳昭君）タブレット２７ページ。
　日程第１６、発議第１０号、市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援
を求める意見書提出についてを議題とします。
　本案につき、提案者からの趣旨説明を求めます。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）では、趣旨説明いたします。
　　　　───────────────────────────────
　発議第１０号
　　　　市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援を求める
　　　　意見書提出について
　上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ
り提出する。
　　　令和２年６月２３日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　日南町議会議員　岡　本　健　三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　　　　同　　　　久　代　安　敏
　　　　───────────────────────────────
　　　　市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援を求める
　　　　意見書（案）
【提案理由】
　県は「結婚や出産を機会とした若年者のＩＪＵターンを促進するための奨励金を交付す
る市町村を支援する」として、「鳥取県ふるさとでの新しいライフステージ支援補助金」
を令和２年度より開始された。
　しかしながら、「鳥取県ふるさとでの新しいライフステージ支援補助金」では、交付要
綱（令和２年４月１日施行）の別表の第３欄にあるとおり奨励対象者の要件が細部に渡っ
て定められており、このような補助金は地域の実情にそぐわないばかりでなく奨励対象者
に偏見や誤解を生む可能性もある。加えて各市町村はそれぞれ移住・定住の促進をはかる



ための事業を、既に独自に条例などを定め実施しており、県にはこれら既存の事業および
市町村が今後新たに独自に実施する事業に対する財政的支援が求められている。
　ついては、鳥取県におかれては、それぞれの地域の個性と実情を最大限尊重した上でよ
り一層の移住・定住の促進をはかることを可能とするため、下記の支援策を実施されるよ
う強く求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　市町村が独自に定めて実施している移住・定住促進のための事業、および今後独自に定
めて実施する事業に対し県が財政支援すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　２０２０年６月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県日野郡日南町議会
（提出先）
　鳥取県知事　平　井　伸　治　様
　　　　───────────────────────────────
　以上です。
○議長（山本　芳昭君）これより本案に対する質疑を許します。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）まず、２点聞きたいと思います。
　提案理由につきまして、本文中、「奨励対象者の要件が細部に渡って定められており、
このような補助金は地域の実情にそぐわないばかりでなく」という表現がございますが、
この「地域の実情にそぐわない」という、その根拠についてまず伺いたいと思います。
　そして、２点目でございます。意見として、「市町村が独自に定めて実施してる」云々
という表現があるんですけども、このたび議会の意見書として取り上げる前に、まずもっ
て町執行部から県に対して移住定住促進に関する補助事業の在り方、この在り方について
協議すべきものではないかと思いますが、どうでしょうか。
　以上、２点でございます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）提出者からお答えいたします。
　まず最初の地域の実情にそぐわないという、具体的にどのようにそぐわないかというこ
とでございますけれども、これ、先ほどの質疑で町長にもお聞きしましたけれども、結
局、日南町としては、何もこの補助金の交付要綱に定められている子供が小さい、就学前
の子供さんがいるとか、妊娠しとられるとか、結婚３年以内の方とか、そういうことに限
ったわけではなくて、若い人はもちろんですけども、広く年配の方までどんな方でも取り
あえず移住定住を認めるということで、そういう地域であります。ほかの地域がどうか、
結婚３年以内の人しか要らないよという地域もあるのかもしれませんけれども、少なくと
も日南町ではそうではないということは先ほどの町長の御答弁でも分かりますので、そう
いう意味です。
　それで、２番目の意見書として取り上げる前に執行部のほうでということですけれど
も、これはもちろん執行部のほうでもぜひ県との協議をしていただきたいというふうには
思っています。その上で、議会としての意思というのをはっきり示すために意見書を出し
たいと、そういう趣旨でございます。御理解のほどお願いします。
○議長（山本　芳昭君）以上で質疑を終結します。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１６、発議第１０号、市町村が独自に定めた移住・定住促進のための事業へ支援
を求める意見書提出についての討論を許します。
　まず、本案に対する反対者からの発言を許します。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）本意見書についてでありますけども、表題及び要望事項に
ついては、県と市町村が連携して移住定住施策を進めるという意味で理解できます。がし
かし、一般会計補正予算（第２号）でも反対をされておりますけども、鳥取県が提案をし
たふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金について否定をしておきながら、他
の事業について、移住施策について県の財政支援を求めるというのは理解しかねます。当
然に移住定住施策について、先ほども述べましたけども、県と市町村が連携をしてという
のは重要だと思います。
　それで、今回の間接補助事業につきましても、町長が答弁の中でも触れられましたけれ
ども、様々な施策の中の一つであると。町の補助事業等につきましても、様々なライフス
テージ、そして、シチュエーションの中で対象者が絞り込まれたり、金額に差が出たりと
いうこともあります。そういった全体の移住定住施策の中の一こまだというふうに捉える



べきであろうと思っています。
　結論といたしまして、このたびの県が提案をした補助事業を否定した上でのこの意見書
提出については反対をいたします。
○議長（山本　芳昭君）次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）先ほど同僚議員から発言がありましたが、まさに市町村と
県が本当に十分な意思疎通がなされていたのかどうなのか。特に今回、コロナの関係で、
この要綱について慎重に補正予算を提案するだけの十分な時間があったのかどうなのかと
いう点も大きな疑問を感じてます。県内横並びで補正予算を提案されたほかの自治体の状
況は聞いてませんが、日南町議会としても、まさに、先ほど予算の討論の中でも述べたよ
うに様々な問題点があります。本当に移住者を求める場合には、やはり細かい要綱につい
ても厳密に検討する期間が必要だったんじゃないかというふうに思って、予算は２件のみ
の提案ですけども、かえって意見書案にあるように誤解や偏見を生みかねないというふう
に私は思いますので、ぜひとも意見書にあるように県に要綱の改正を求めて意見を上げて
いきたいというふうに思って、賛成の討論といたします。
○議長（山本　芳昭君）ほかにありませんか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結します。
　これより採決を行います。
　発議第１０号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕
○議長（山本　芳昭君）起立２名です。起立少数です。よって、本案は、否決されまし
た。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１７　議員派遣の件
○議長（山本　芳昭君）日程第１７、議員派遣の件を議題とします。
　今後、予定されています議員派遣は、タブレット２９ページのとおりです。
　お諮りします。議員派遣について、御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、２９ページのと
おり決定しました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１８　委員会の閉会中の継続調査について
○議長（山本　芳昭君）タブレット３０ページ。
　日程第１８、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。
　委員会の閉会中の継続調査については、申出書記載のとおり、議会運営委員会、総務教
育常任委員会、経済福祉常任委員会、議会広報常任委員会、中心地域整備に関する調査特
別委員会、以上、それぞれの委員長から、次期定例会が招集されるまでの間、閉会中の継
続調査の申出がありました。
　お諮りします。各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議あ
りませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、委員長の申出のとおり、閉会中の
継続調査に付することに決定しました。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで、町長から発言が求められていますので、これを許しま
す。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）６月定例議会閉会に当たりまして一言御挨拶をさせていただきた
いと思います。
　６月でございますが、既に真夏日に達する暑い日があります。外でお仕事をされている
方、あるいは自宅で過ごされてる方など、熱中症対策を行っていただき、水分補給やエア
コン等も上手に利用していただきながら、これからの本番となる夏を乗り切っていただけ
ればというふうに思っております。
　本定例会の一般質問の内容ですが、今回は新型コロナウイルスの関連の御質問、あるい
は人材といいましょうか、担い手も含めてのお話、あるいは、併せて住まい関連の話もい
ろいろ議論させていただくことができました。前を向いた新たな方向に進めていきたいと
いうふうに考えておりますので、引き続き御指導いただきますようによろしくお願いした



いと思います。また、補正予算の中で附帯決議をいただきました。深く反省をし、今後適
切な事業執行に努めてまいりたいというふうに思っております。
　新型コロナの関連でございますが、６月１９日から全国での移動制限が解除となりまし
た。先週はその後の初めての土日ということで、好天にも誘われまして各地で人通りが回
復したのかなというふうな思いをしてるとこでございます。スポーツ界でも、無観客では
ありますが、開幕という状況が生まれております。元どおりという形にはならないという
ふうに思っておりますが、感染の拡大を予防しながら、社会経済活動を回復させ、新たな
日常をつくり上げていく挑戦が始まったと思っております。単なる変化やリスクを捉える
のではなくて、社会システムを、災害等も備えた柔軟性、あるいはリスク管理を確保しつ
つ、持続可能で個性豊かな地域社会に向けて進みたいというふうに思っております。
　なお、本町も経済対策のさなかであります。国の施策も固まりましたけれども、具体的
な内容については、基本的には、前回は今週中にはというようなお話をさせていただいて
おりますが、まだ具体的には出てきてないという状況でありまして、月末になるのではな
いかというような情報もいただいてるとこでございます。これを受けまして、本町におき
ましても、地域経済回復に向けての対策を取りたいというふうに思っております。７月中
には臨時議会をお願いをしたいというふうに思っておりますので、そのことをお願いを
し、今回の閉会の御挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）お諮りします。今期定例会に付議された案件は、以上をもって全
て議了しました。
　これをもって会議を閉じ、今期定例会を閉会としたいと思いますが、これに御異議あり
ませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、令和２年第４回日南町議会定例会
の会議を閉じ、閉会とします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時５６分閉会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　議長挨拶
○議長（山本　芳昭君）閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
　今期定例会は、６月１６日から本日まで８日間の会期となりました。一般質問に８名の
議員が登壇されるなど活発な議論が交わされました。また、条例の制定や一部改正、補正
予算など、慎重審議をいただき、全議案議了し、閉会を迎えることができました。各位の
御尽力に厚く御礼を申し上げます。
　先ほど中村町長の発言にもありましたが、補正予算に関して附帯決議が付されました。
執行部におかれましては、このことを真摯に受け止められ、予算執行に当たられますよう
に強く要請いたします。
　国においては、６月１２日、第２次補正予算が成立し、緊急経済対策など様々な新型コ
ロナウイルス感染症対策を打ち出されております。令和元年度末の国債は、天文学的な数
字で実感はできませんが、１，１０３兆３，５４３億円、令和２年度の新規国債発行額は
３１．９兆円増の９０．２兆円、令和２年度一般会計予算案の歳出総額は１６０．３兆円
となりました。国債とは異なりますが、平成２３年、東日本大震災が発生し、復興・復旧
のため、総額１１．６兆円の復興債が発行されました。１１．６兆円を償還するために法
人税を３年間２．４％上乗せし、そして、所得税を２５年間２．１％上乗せ、個人住民税
を１０年間、年１，０００円上乗せをしています。１１．６兆円の復興債償還のためこれ
だけの負担を私たちはしています。今後、私たち国民は、このたび発行の国債償還のため
どれだけの負担をしなければならないのでしょうか。
　中村町長は、自助、共助、公助が必要であるとおっしゃいます。誠にそのとおりだと思
います。ただ、公助といいましても、その原資は国民一人一人が納める税金です。このた
びの第２次補正予算において、多額の予備費や事業の再委託、再々委託などの問題も指摘
されています。有効で本当に必要なものに予算を使い、この国の将来を担う若者や子供た
ちに重い負担を残さないようにすることも重要なことだと信じております。
　さて、梅雨のさなかではありますが、ゲリラ豪雨など災害がないことを願っておりま
す。
　終わりに、今期定例会において、議員各位、執行部の皆様の御協力に対しまして、衷心
より厚くお礼を申し上げまして、閉会の挨拶とします。お疲れさまでした。
　　　　───────────────────────────────


